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1. はじめに  
 近年、相次ぐ企業不祥事の発生をはじめ、企業活動がその原因とみなされている環境問

題、あるいは労使問題、人権問題、性差、民族問題、障害者雇用等の多様な社会問題に対

して、企業の社会的責任、すなわちCSRを問う声が高まってきている。これを受けて、大
企業を中心に積極的にこれらの問題に対応しようとする取り組みが増えてきている。他方

で、CSRが何を意味するものか、という議論に統一的な見解は得られていない（eg. 加賀田, 
2006）。 
例えば、CSRの定義としては次のようなものがある。谷本（2003）は、「CSRとは、企

業活動のプロセスに社会的公平性や環境への配慮などを組み込み、ステイクホルダー（株

主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど）に対してアカウンタビリティを果たしてい

くこと。その結果、経済的・社会的・環境的パフォーマンスの向上を目指すこと（p.5）」
と主張する。また、Bowen（1953）は、CSRを「我々の社会の目標と価値の観点から望ま
しいと思われる深慮を追求し、意思決定を行い、行動するビジネスマンとしての義務に属

するもの（p.6）」と位置付ける。あるいは、Carroll＆Buchholtz（2003）は、「企業の社
会的責任とは，ある時点における企業組織に対する経済的，法的，倫理的，そして自由裁

量的（フィランソロピー的）な社会の期待を包含するものである（p.40）」と定義している。
これらの定義に基づく議論は、例えば環境問題のように企業が原因と考えられる諸問題に

対応していくことで、多様なステイクホルダーに対して社会的責任を果たすことを、企業

が存続していくうえでの必須条件としてとらえている。 
他方でFriedman（1970）は、「企業の唯一の社会的責任は、その利益の最大化である」

と主張する。彼は、企業に課せられた社会的責任は利潤の最大化のみであり、それ以外の

慈善事業に対して異を唱えた。同様にLevitt（1958）やHayek（1960）も、慈善事業を社
会的責任ととらえることに、株主といった出資者に対する利益を損なうものとして批判し

ている。彼らは、あくまで企業にとっての社会的責任は、市場における契約、すなわち株

主や銀行からの投資に対する債務の履行である。彼らは、ステイクホルダーに対する社会

的責任として果たされるべきは、まず出資者たる株主である、と考えられていることがわ

かる。 
これらの議論からわかるとおり、CSRそのものに対して「企業は CSRに取り組むべきで

ある」という議論はされてきたが、その理論的内実は多様である。企業そのもの、あるい

は企業と社会に対する認識が異なれば、そこで問われる CSRの理論的内実も異なり、CSR
に対する実践も異なってくる。それゆえ、先行研究が「企業のあるべき姿」として捉えよ

うとしてきた CSRそのものの理論的定義を問うことは、そもそも不可能だといえる。我々
が議論できるのは、企業が社会とのかかわりの中で CSRを達成していくプロセスのみであ
ると考えられる。 
本研究の目的は、企業の社会的責任に関する先行研究（CSR論）の理論的検討を通じて、

先行研究の抱える理論的課題を明らかにした上で、新たな理論的地平を切り拓くことを目



的としている。具体的には、企業が達成すべき倫理のあり方を求めるのではなく、社会か

ら企業に課せられた CSRという社会的事実を前提に、CSRの達成を企業がどのように捉え、
それを達成していくアプローチを明らかにする。その上で、企業が CSRをいかにして達成
していくのかを把握していく学問領域として、CSR論を再定位していきたい。 
 
２．「見えざる手」と企業の社会的責任  
企業の社会的責任という議論が登場したのは、1920年代の米国である（Mitchell, 1989,

邦訳,22頁）。社会的責任は、「企業的社会政策」という形で企業年金制度、従業員持株制
度、生命保険制度、失業基金、就業時間の制限、高賃金が実行された。またこれらの従業

員施策に加えて、企業は教会、学校、図書館棟を建設し、慈善活動を実施していった。こ

れらの活動は 19 世紀の後半に一部の企業によって自発的に実施されていたが、1920 年代
に広く普及してきたものである。では、なぜ当時の企業は、利益追求のみの企業活動から、

社会的責任として「企業的社会政策」を実施してきたのであろうか。Mitchell（1989）は、
この企業活動の変化を「正当性の獲得」という観点から分析している。 
利益追求により巨大化した企業は、多くの労働者を管理し、生産、消費を担う国家の中

核的機能を保持するようになった。Mitchell（1989）によれば、国家の策定する政策の源
泉は、どんな場合でも諸個人の連合、多くは私企業によって行使される圧力である。巨大

化した企業は、国家の政治的秩序の中で最も重要な存在となり、大きな権力を有するよう

になった（Mitchell,1989, 邦訳, 27 頁）。企業が権力を獲得したことにより、企業は自ら
の存続のためにその権力を正当化するという問題に直面した。 

1920年代以前の企業は、アダム・スミス（1776）がその著書である『国富論』で主張し
た「見えざる手」、完全競争下における私的利益の追求が公的利益を生み出すことによっ

て正当性を主張してきた。需要と供給の一致によって達成される完全競争における市場均

衡は、消費者余剰と生産者余剰の総和である社会的余剰、つまり公的利益を最大化する。

完全競争下では、消費者と生産者による利益追求が結果として市場均衡という公的利益の

最大化を実現する。したがって、競争的な市場における企業活動は、公的利益と調和して

おり、正当性が確保されている。またこの時、正当性を担うのは、企業ではなく市場であ

る。古典的な経済理論において市場は、私的な目的を許容し、私的目的と公的目的を調和

させる場ととらえられている（eg. Galbraith,1973）。企業は自身の利益を追求し、その活
動の副次的な産物として公的利益を生み出している。つまり、市場そのものが正当性を担

う存在であり、企業自身がそもそも正当性を確保する必要性はなかった。 
しかし、この市場を通して実現されるとされた私的利益の追求が公的利益につながると

いう論理は、崩壊の憂き目にあう。その一つのきっかけとなったのが、合併、トラストを

繰り返すことで巨大化していった鉄道会社やスタンダード・オイルである。20 世紀への転
換期における企業統合の波により合併、トラストが繰り返されたことで産業権力の集中化

が生じ、独占によって市場競争が阻害されてしまった。これにより、私的利益の追求が公



的利益の創出に結びつかなくなってしまった。政府は、独占、トラストを禁止する反トラ

スト法を制定し、企業の自由な利益追求の規制を図った。これまで市場そのものが正当性

を担うことで自由な私的利益の追求を正当化してきた企業は、市場ではなく自身が正当性

を獲得する必要性に迫られたのである。そこで企業は新たな正当性確保のために、社会的

責任、CSR を生み出していった。企業は、社会的責任を掲げることで、自らを公的利益の
担い手として位置づけ直したのである。そのために企業は、企業年金制度、従業員持株制

度、生命保険制度、失業基金、就業時間の制限、高賃金を実現し、主に労働者に対してそ

の公的利益を提供していった。 
 1950年代になると Bowen （1953）らによって、CSRそのものの定義、それが何を意味
するのかを問う議論が展開されていく。私的利益の追求による公的利益の実現が独占やト

ラストによって崩壊したことは、企業の自由な私的利益の追求が公的利益を損なうことを

意味していた。反トラスト法の制定により独占やトラストは禁止されたが、新たに企業は

社会的責任を掲げることで自由な私的利益の追求を正当化してきた。当時の米国では、第

二次世界大戦、朝鮮戦争によって軍事産業に関わっていたスタンダード・オイル、USスチ
ール、デュポンといった企業が、独占的利潤を増大させていた（菅原,1957）1。このような

状況に対して Bowen（1953）は、「我々の社会の目標と価値の観点から望ましいと思われ
る深慮を追求し、意思決定を行い、行動するビジネスマンとしての義務に属するもの（p.6）」
として社会的責任を定義づけている。企業の自由な私的利益の追求に対して、公平性を持

つことが強く求められるようになっていく。ここでの公平性とは、反トラスト法をはじめ

とした社会が定める法令を順守することである。CSR を倫理あるいはモラルとしてとらえ
る当時の議論からは、市場の失敗をふまえたうえで、法令を順守することをその「義務」

とした企業が、社会にとって望ましい競争を市場で行うことによって公的利益が創出され

ていく、という考えが見えてくる。企業の社会的責任は、市場における自由な私的利益追

求から、法令を順守したうえで利益追求を行っていくことに変化していく。そして、その

達成は、企業、あるいは経営者の倫理観にゆだねられていく。そのため CSR論は、社会に
とってあるべき企業の姿を問うための企業倫理、経営者のモラルに対する議論が展開され

ることになる（eg. Selekman, 1959）。 
ここで着目すべきは、もともと CSR 論が、巨大化した企業が､大衆からの非難を回避し

つつ営利活動を持続させるため、その営利活動の遂行について正当性を獲得することを目

的とした議論であったことである（Mitchell, 1989）。あくまで、企業が社会的責任を掲げ
たのは、市場競争の下で余剰利益を獲得した企業がその余剰利益を正当化するために、私

的利益を公的利益へと還元する実践であった。端的に言えば、巨大企業が私的利益を獲得

するため、企業が存続するために行う全ての活動を、企業の社会的責任の名の下で新たに

正当化する論理として CSR論は登場したといえる。他方で、公的利益を創出するために法

                                                   
1菅原（1957）は、米国の第二次世界大戦から朝鮮戦争後の独占企業の営業報告書を分析することで、経済
の軍事化が独占企業にとってどれほど有利に働くか、を分析している。 



令順守という義務が付加されたことにより、社会的責任は企業が存続していくための必須

条件となっていく。 
 

3．企業を規制する論理としての CSR 論  
企業は CSR論の成立により、自らの存続のために必要な義務として社会的責任を扱わな

ければならなくなってしまった。このため企業は、常にその倫理性を問われることになっ

たといえる。これは同時に、社会的責任という義務を企業が果たせているか、いわば企業

が倫理観を持った活動をしているかを監視する存在としての NPO/NGO を生み出すことに
なった。そして、この企業の正当性確保のために掲げた社会的責任は、企業活動を抑制し

ようとする NPO/NGO らによって「市場における法令順守以上の倫理」として置き換えら
れていく。そのきっかけとなったのが、1960～70年代に米国で起こった社会運動であった。 
当時の米国では、黒人差別をはじめ、男女差別、障害者差別、反戦問題、環境問題など

の様々な問題が社会問題化してきた。社会問題化した問題の多くの現場は、雇用であった

り、公害であったりと企業活動に直結するものであった。社会問題の原因は、大きな権力

を行使する企業に向けられていく。企業は、CSRの名の下で多くの社会問題に対して、い
わば市場競争に置ける利益追求とは別の社会的責任を課せられていくこととなる。そして、

この CSRと社会問題を接続していったのが、企業を監視する立場を獲得した NPO/NGOで
ある。彼らは、企業が権力に対する正当性として掲げた社会的責任の理論的内実を変化さ

せることで、企業を規制する論理として CSRを転換させていく。 
その例が、環境問題と環境保護運動家の活動である。環境問題と企業の社会的責任が接

続されたきっかけとなったのが、カーソン（1962）の『沈黙の春』である。この『沈黙の
春』は、生物学を専門とするカーソンによって、研究者としての立場から、農作物の害虫

駆除に使用されてきた DDTが、農地周辺の鳥類、昆虫類、魚類に与える悪影響について叙
述された著作であった。この『沈黙の春』を、今日な意味での環境経営の CSR論へと結び
つけたのは、第二次世界大戦後の赤狩り（レッドパージ）の後、発言する場を失っていた

左翼運動家であった（Lounsbury et al., 2003, p.15）。共産主義を信奉する彼らにとって、
営利性を追求する企業はまさに彼らの標的であった。つまり、『沈黙の春』の出版により、

CSR論は左翼運動家が環境保護活動を展開する環境保護活動家、NPO／NGOとして、直
接企業を糾弾していく機会を与えたのである（石黒、高橋,2010, 68-69頁）。彼らの活動に
より、企業活動は環境問題の源泉であり、それを解決するための対策をする社会的責任が

企業に課せられたのである。 
NPO/NGO によって読み替えられた CSR は、NPO/NGO らが活動していくために有利

な意味内容へと変化していく。Carroll（1993）が「企業の社会的責任とは，ある時点での，
社会によって企業にかけられた経済的・法的・倫理的・自由裁量的期待を包摂するもので

ある」と定義し直したように、CSR そのものが企業を守る論理ではなく、市場競争という
枠を超えた社会からの要請への応答という非常に包括的な責任へと変化してしまった。そ



して、NPO/NGO をはじめとした社会運動団体はこの社会的要請を利用することで、あら
ゆる公的利益を損なう企業の活動を社会問題として扱うことが可能となった。 

Ackerman & Bauer（1976）は、この「社会的要請」に対してその発生と、それが社会
問題化していくプロセスを「issueのライフサイクル・モデル」で捉えている（p.10）。彼
らは、社会的な問題は，初期の段階では考慮されていなかったり，無視されていたり，あ

るいは，そのことが issue となっていない場合もあることを指摘する。しかし、そのこと
に対する関心が高まり、持続するならば、問題は広く認識（awareness）されるようになる。
問題解決への期待（expectation）が拡大し、活動への要求（demand）が高まる。場合に
よっては新たな法律が施行され、それが新しい標準（standards）となっていく。これを受
けて小山（2003）は、ある企業活動によって何らかの影響を受けた特定の個人もしくは組
織，すなわちステイクホルダーが，そのような影響を issue だと認識し，そのことについ
てある特定の要請を申し立て，それが社会的要請へと変化する過程に焦点をあてる。ある

特定の要請は，期待される企業活動と現実の企業活動との間にギャップが存在し，その様

なことは問題（issue）であると特定のステイクホルダーが認識するところから発生する（小
山,2003, 15頁）。問題を認識したステイクホルダーの行動は、他のステイクホルダーの行
動に影響を与え、その認識を拡散させていく。すると、「ある企業活動は非正当である」

というような認識が広く共有され，そこでなされている要請に正当性が付与されるように

なる。これにより「要請の存在範囲」と「要請の強度」がそれぞれ拡大、強化されていく。

そして、そのような要請の存在範囲が社会全体に広がった時、その要請は「社会的要請」

になる。 
特定の要請を申し立てるステイクホルダーを NPO/NGO と読み替えると、社会運動を通

して NPO/NGOが「社会的要請」を拡大、強化するとともに、NPO/NGO自身の存在範囲
を獲得しようとするプロセスが見えてくる。例に挙げたとおり、今日的な意味での環境問

題、1970年代の米国で、環境保護活動家に転身した左翼運動家によって展開された。この
時代の左翼運動家達は、反企業という資本主義社会の根幹を揺るがす理念を信奉している

が故に、社会の内に「存在範囲」を獲得し得なかった。そのため、彼らは「環境問題」の

解決を目的として掲げる NPO/NGO を組織することで、正当性を獲得することで生き残り
戦略を実践しようとした。環境問題をはじめとした社会問題に対する社会運動とは、まさ

に彼らが企業を抑制するために様々な主体を巻き込むことで、正当性を獲得していく生き

残り戦略のプロセスであるといえる。NPO/NGOは、これら社会運動を通して CSRと社会
問題を結び付け、社会問題を引き起こす企業を監視、抑制する存在としての正当性を獲得

していった。社会問題にかかわるすべての主体がステイクホルダーとして引き込まれてい

ったことにより、社会全体で監視する関係を構築されていった。 
ここに至って CSR論の理論的内実は、もはや市場競争によって余剰利益を獲得した企業

が私的利益を公的利益に還元することではなく、その利益に関係なく企業が社会の中で存

続していくための必須条件として変化してしまった。CSR と社会問題が結びついたことに



より、CSR そのものがあいまいなもの、多様なものとなった。企業は、非常に多様な社会
的責任を課せられ、多種多様なステイクホルダーからの社会的要請にこたえる必要に迫ら

れている。この理論的内実のものとで、CSR のステイクホルダー論は、企業を規制、監視
するステイクホルダー関係から企業のあるべき姿を問うているに過ぎない。 
他方で、CSRの理論的内実の変化の歴史的経緯に注目すると、その理論的内実に合わせ

て企業が CSRを達成していく過程が変化してきていることがわかる。「見えざる手」によ
る古典的経済主義の下では、企業の社会的責任は市場において私的利益を追求することで

達成されるとされていた。NPO/NGOによって社会問題と CSRが接続されると、企業は自
身の利益やその業種を問わず、様々な社会問題に対してその解決に努めることが社会的責

任となった。企業、NPO/NGOらの実践によってCSRの理論的内実が埋め込まれたことで、
CSRが達成されていくプロセスは変化してきている。これらは、CSRという社会的事実の
下で、企業、NPO/NGOらによる自身の利害目的を達成しようとする闘争ととらえること
ができる。しかし、先行研究では、NPO/NGOらによって埋め込まれた理論的内実のみで
CSRをとらえているために、彼らのような企業を規制することを目的としない主体らによ
る実践をとらえていない。 
 
４．CSR を前提とした経営実践の登場  
生き残りという目的のために NPO/NGOらが埋め込んだ理論的内実により、規制という

関係が構築されていったことが、CSR論の先行研究から分析できる。しかし、この規制の
下で、新たな利害を見出し、積極的に CSRを達成しようとする企業の実践が生まれている
のも事実である 
例えば、現在の我が国において、環境問題という社会問題に対して環境経営という CSR

の達成という実践が生まれている。環境経営は、企業と環境問題が接続されたことにより

生まれてきた経営の実践である。特に自動車産業では、自動車の排出ガスに対して様々な

環境問題を引き起こす原因としてその責任を問われてきた。これに対して自動車産業は、

環境問題の中から温暖化問題に焦点を当て、これを解決する役割を獲得するための環境経

営を実践してきている。自動車産業が数ある社会問題の中で温暖化問題に焦点を当てたの

は、京都議定書の締結により国家に対して明確な温室効果ガスの削減目標が課せられたか

らであると考えられる。これを機に、温暖化問題に対しての責任は、企業だけでなく国家

とそこに存在するあらゆる組織、個人に等しく課せられることになったのである。温暖化

問題の社会的責任が変化することで、企業のみが規制されるステイクホルダーの関係を変

化させることが可能となる。 
自動車産業は、それまで培ってきた燃費等の技術を環境性能と読み替えることで、新た

に温暖化問題を解決へと導く役割を獲得していっている。温暖化問題に対する CSRの理論
的内実は、既存の製品から温室効果ガス削減に貢献できる環境性能を持つ製品に切り替え

ていくこと、となる。これまで企業を規制しようとしてきたステイクホルダーを、逆に企



業の利害目的の達成のために引き込むことが可能になっていく。この時、企業の CSRは、
環境経営に取り組む企業を支援するステイクホルダー関係の下で、環境性能を持つ製品を

開発販売していくことで達成されていく。企業は、公的利益である環境性能を創出するこ

とで、私的利益を獲得することができている。 
CSR が事実化したことにより企業に多様な社会問題に取り組むことが求められるように

なった時、企業は自らを取り巻く各種の規制やステイクホルダーとの関係から新たな事業

機会を見出し、CSR を達成していくプロセスとして自身の利害を達成しようとしている。
CSR が達成されていくプロセスとは、この多様な利害が企業活動の下で達成されていくプ
ロセスとしてとらえられる。CSRの達成のプロセスは、企業と NPO/NGOのみの利害関係
から分析することはできない。CSR という社会的事実の理論的内実は、各主体による自身
の利害を達成するための実践によって埋められていく。CSR が達成されていくプロセスを
分析していくためには、この理論的内実の闘争を、各主体（各ステイクホルダー）がそれ

ぞれの利害を達成していく実践の総体としてとらえる必要がある。このような記述のあり

方は、制度派組織論（eg. Meyer and Rowan,1977; DiMaggio, 1988; DiMaggio and Powell, 
1991）において先鋭的に議論されている。 
制度派組織論は、社会的事物として物象化され、自明性を帯びた制度を起点にこれらを分

析していく（Meyer and Rowan,1977,p.304）。制度とは、適切な行動を決定するとき組織
的な主体が考慮に入れる‘社会的な事実'である。社会的事実が認識され、それが社会の中で
言説を通して伝播される過程を通して、社会的事物が当然のものとして受け入れられる状

態になる。この状態から秩序が構築されていく過程を制度化という。この当然とみなされ

る社会的事実から、主体は不確実な環境に対応していくための戦略を想起する。このとき

各主体は同一制度を参照していながらも、独自の目的から利害関係を見出し、それぞれの

戦略を想起していく。また、主体が見出すこのそれぞれの利害、あるいは利害関係がその

主体にとっての制度の理論的内実であり、そこから想起された戦略の実践が、新たな利害、

利害関係を生み、さらに社会的事物としての制度の理論的内実を埋めていく2。他社の戦略

の実践そのものが制度の理論的内実を埋めるため、主体は制度を参照することで他者の利

害関係とそこから想起される戦略を予期することも可能となる。ゆえに、主体は他者によ

って構築されている利害関係の中に自分の利益を見出せない場合、これらの裏をかいた戦

略を想起することが可能となる。このように制度派組織論の分析視角を用いることではじ

めて、社会的事実としての CSRに対してその理論的内実を埋め、それを達成していくプロ
セスを分析することができる。 
 つまり、CSRという社会現象は、CSRという社会的事実にそれぞれの利害を見出した、

                                                   
2松嶋・高橋(2009）は制度の概念として、「制度を参照する主体は、単純に制度を再生産するわけではな
い。むしろ、制度は、人々に予期の根拠を提供する。眼前に立ち現れる環境としての制度を参照すること

で、主体ははじめて自らが追求する利害を見出し、いかなる組織アレンジメント、すなわち組織設計が必

要となるかを計算し、戦略的に振る舞うことができる。」と述べている。 
 



企業とそれを取り巻くステイクホルダーが、CSRの達成を掲げながら各々の利害の達成を
目指す、相互的な行為の応酬として把握されることになる。重要となるのは、各主体によ

る理論的内実を埋め込んでいく実践が、新たに別の主体による利害達成の行為を導くこと

である。このような社会的事実の理論的内実の変化と各主体の実践の変化を、Lounsbury et 
al.（2004）による米国のリサイクル運動に関する研究はとらえている。彼らは、1970年代
に赤狩りで活動の場を失った左翼運動家が、『沈黙の春』の出版を機に環境保護運動に新

たな舞台を見出したことを指摘する。共産主義を掲げ大企業を攻撃対象とする左翼運動家

にとって、環境問題は身元を隠しながら活動する絶好の大義名分であった。そこで左翼運

動家達は、環境保護活動家に転身する。転身した環境保護運動家達は、環境問題の啓蒙と

平行して、地域住民によるリサイクル運動の展開を図った。彼らの狙いは、米国の各都市

でリサイクル運動を推進することで、企業の営利活動（消費活動）から自立した地域社会

（すなわち、米国に共産主義的な社会）を成立させることにあった。 
 ところが、この活動に注目したのは、地域住民ではなく大学生であった。学生運動が盛

んであった当時、大学生達は環境問題に注目し、リサイクル運動に活動の場を求めたので

ある。大学生が運動に参加することによって、リサイクル運動の場は地域社会からキャン

パスに移り、全国的なクリーンキャンパス運動として展開されることになる。また、活動

の場が特定の地域から全国の大学に変わったことで、環境保護運動家達は全国の学生を組

織することで、リサイクル運動を展開するためにNPO法人を設立し、リサイクルの評価・
認定機関としての役割を獲得していくことになる。この結果、クリーンキャンパス運動は

全米に拡大し、大学内に専門部局が設置され、NPOから派遣されたスタッフが職員として
雇用されるようになる。更には、当初の狙い通り、地方自治体からリサイクルの認定評価

の依頼を受ける程に、NPOの活動は評価されることになった。 
 しかしながら、このようなリサイクル運動の急速な拡大は、NPOの予算・人員の不足と
いう事態を招いた。意外なことに、ここでNPOに資金を寄附し、事務スタッフを派遣した
のは大企業であった。大企業は、大きな顧客である大学や地方自治体にリサイクル運動が

拡大していくなかで、リサイクル認証の獲得に新たな事業機会を見出していたのである。

そこで、多額の資金を寄附し出資者として発言権を強めるだけでなく、事務スタッフを派

遣することで実務面でのイニシアティブを握ることを狙った。その結果、営利企業として

最初にリサイクル認証を得た企業は、このNPOを設立した環境保護活動家が社会悪として
捉えていた、ゴミ焼却業炉メーカーとなってしまったのである。 
 Lounsburyらの研究は、先行研究における CSR論の観点から見た場合、NPO／NGOの
活動が企業に乗っ取られ、本来目指すべき環境問題の解決に向けた企業の営利活動の規制

に失敗し、新たに企業が環境問題を助長するような社会的利益を損なう結果を招いたよう

に見える。しかし、左翼運動家達が CSR の理論的内実として環境問題を掲げ、NPO とし
て社会の中で存在範囲を確保する戦略を遂行するに当たって、企業は単なる攻撃対象から

提携しうる協力者へとその関係が変化したのである。更には、リサイクル認証という権限



を握っている限り、この NPO は企業の自由な営利活動を規制することができる。つまり、
この NPOは、大企業と協調的関係を築くことで、社会の内で環境保護活動を継続する可能
性を獲得し、その協調関係の中で企業を監視することに成功していると言える。他方で、

企業も環境問題に対する社会的責任を果たすために NPO のリサイクル認証を受けること
で、ステイクホルダー関係の監視の下で正当性を獲得することに成功している。この場合、

企業にとっても NPO/NGOにとっても、CSRは達成されているといえるだろう。 
 それでは、今、企業は社会的事実としての CSRの達成をどのようにしてとらえる必要が
あるだろうか。社会的責任と社会問題が結びついたことにより、CSRの理論的内実はステ
イクホルダーとの関係の中で、多様な形で次々と立ち現れることになった。NPO/NGOを
はじめとした社会運動家の活動により個々の企業が本当に関係しているかは不明であるが、

環境問題をはじめ、女性差別、貧困、人種差別、人口増加による食糧問題等、多種多様な

社会問題が CSRの理論的内実として吹き込まれ、その解決を企業の責任として求められて
いる。社会問題に関わるあらゆる主体がステイクホルダーとして引き込まれために、企業

は彼らの多様な利害の下で CSRを達成していかなければならない。しかし、社会的事実と
しての CSRから企業は、多様なステイクホルダーに対してアクセスすることが可能になっ
た。企業は、各ステイクホルダーの利害目的を予期することで、企業の利害目的達成のた

めに必要なステイクホルダーを引き込むことが可能になる。言い換えれば、企業は自らの

利害を実現するために有利な CSRの達成状況を掲げることが可能となる。そこで CSRに
埋められる理論的内実は、企業による正当性獲得のための私的利益から公的利益への還元

手段ではなく、NPO/NGOらの正当性獲得のための企業を規制する論理でもない。企業は、
公的利益の名の下でこれを私的利益へと変換する新たな論理としての理論的内実を埋め込

んでいく。古典的経済学の下で私的利益が市場を通して公的利益へと還元されていたのに

対して、社会的事実としての CSRの下で公的利益は社会問題という新たな市場を通して私
的利益へと還元されていく。この理論的内実での CSRの達成とは、企業が社会問題を解決
していく役割を獲得し、その役割を果たすことで公的利益を創出し、またそれを私的利益

へと変化させていくプロセスである。 
 前述した環境経営のように、実際に企業は、CSRからそのような新たな戦略を想起し、
公的利益の名の下で私的利益の獲得を目指す実践を行っている。他方で、このような企業

の戦略が、新たな社会問題が社会問題化することにより、理論的内実が変化し、CSRの不
達成が起こりその正当性を失うケースもある。その例が、派遣法の改正を巡る CSRの理論
的内実の変化であろう。当初、派遣法の改正は、ワークライフバランスの向上や雇用の創

出を実現することで、労使問題の緩和を目指していた。労働者が自身の人生設計にあった

働き方を模索することを可能にすることで、企業は CSRを達成しようとしていた。また、
企業は低賃金労働者を流動的に雇用することに成功し、公的利益を私的利益に変化するこ

とができていた。しかし、サブプライム問題を機に景気が悪化したことで、大量の派遣労

働者が失業してしまった。これが、新たに「派遣切り」という社会問題を生み出してしま



う。派遣労働者を守ることが社会的責任の理論的内実となり、当初は正当な権利であった

派遣労働者を流動的に扱うこと（解雇する権利）に対して、企業は CSRの不達成の批判を
受けている。 
 
５．おわりに  
企業は、社会的事実としての CSRを前提に、社会的責任の理論的内実に対応、あるいは

変化させることでこれを達成する企業活動を実践していく。その理論的内実を有利なもの

にできれば企業は、CSRの達成を通じて公的利益を私的利益へと変化せることも可能であ
る。しかし、派遣法の例からもわかるように、社会的事実としての CSRの理論的内実は、
各主体の利害とそこから見出される実践の下で終わりなく変化していく。企業は、常に変

化していく CSRの理論的内実から、ステイクホルダーとの関係をアレンジし、CSR達成へ
のアプローチを変化させていかなければならないだろう。この CSRが達成されていくプロ
セスをとらえ続けていくことが、CSR論が議論すべき対象であると考えられる（間嶋,2010）。 
とりわけ、1960年代に CSRと社会問題が接続されたことにより、企業の社会的責任は

市場競争という枠を超えて非常に多様なものとなっている。企業は多様な場面で社会的責

任を問われ、CSRを達成していく実践を行っている。例えば、Khan（2007）は、シアル
コットにおける児童労働問題に対するスポーツメーカーの実践を分析している3。縫製セン

ターの設立によって、縫子である母によって家庭内で使役されていた児童らは労働から解

放されることができた。児童労働という汚点を払拭できたスポーツメーカーは、これまで

通りサッカーボールを製造し、シアルコットで富を獲得し続けることに成功する。しかし、

それまで低俗な仕事として差別されてきた縫子達は、衆目のもとにさらされることになり、

その多くがサッカーボール縫製の仕事を手放すことになってしまった。その結果、各家庭

の収入は低下し、児童は就学することができなくなってしまった。児童の就学の機会を奪

うという新たな問題を生み出しながらも、児童労働問題という社会問題に対する CSRを達
成することにより、企業はサッカーボール製造を続け、自身の利害を達成している。この

ように本研究で再検討した CSR論の議論は、環境問題をはじめ、女性差別4

（eg.Edelman,1992）、貧困5（eg.Unus,2007）、人種差別、人口増加による食糧問題等、

                                                   
3縫製センターが設置されたことによって、家庭内で縫子である母親に使役されていた児童は確かに労働か
ら解放されたかもしれない。しかし、それと伴にもともと「低俗な仕事」として差別されてきた縫子達は

衆目に晒され、その多くは職業差別から逃れるためにサッカーボール縫製の仕事を手放すことになった。

結果、各家庭の収入は低下し、児童は就学すらままならなくなっていった。他方で、児童労働という汚点

を払拭できたスポーツメーカーは、これまで通りサッカーボールを製造し、シアルコットで富を獲得し続

けることに成功する。彼らは、進歩的なイメージを有する制度的企業家語りのもとで行われた事例の記述

が、このような階級、ジェンダー、ポストコロニアルに基づく記述を遮断し、サッカーボール産業を支配

する特定の主体に荷担する「投資」であったと強調する（Khan,2007）。 
4（Edelman,1992）は、企業が曖昧な法を遵守する象徴としての構造、記号を作ることで法の社会への調
停を行っていることを、雇用機会均等/アファーマティブ・アクション・オフィス(EEO/AA)の設立におけ
る組織的変化から分析している。 
5 Yunus（2007）は、1974年におきたバングラディッシュの飢饉の際に、42の家庭に総額 27ドルという
少額の融資を行ったことをはじまりに、グラミン銀行を設立した。彼は、この貧困の原因が貧困層向けの



多種多様な社会問題に対する企業の実践から、新たな「企業と社会」の関わりを分析する

ことができるだろう。 
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